
社員が仕事と子育てを両立させることができ、働きやすい環境をつくることによって、全ての社員が

その能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。

１.計画期間 令和　３年　９月１０日から令和　８年　８月３１日

２.内　　　容 【目標１】 育児休業制度や時間外労働・深夜業の制限及び産前産後

休業などの諸制度の周知や情報提供を行う。

【対　策】 ・令和３年９月から社内メールによる社員への周知

・令和３年１２月から社員への浸透度調査（アンケート調査等）

・必要に応じて研修・面談等の必要な措置を実施する。

【目標２】 年次有給休暇の取得率を８０％以上とする。

【対　策】 ・令和３年９月から社内メールによる社員への周知

・令和３年１２月から社員への浸透度調査（アンケート調査等）

・必要に応じて研修・面談等の必要な措置を実施する。

山高建設工業(株)　一般事業主行動計画

令和　３年　９月　１日


